施行基準第６号様式
承　諾　書
(受水槽以下装置のメーター設置条件)

令和　　　年　　　月　　　日
(宛先)流山市上下水道事業管理者

	申込者(申請者)
	住　所
	


	
	氏　名
	


	
	電話番号
	


　　　　　　　　　　　　　※本人（代表者）が手書きしない場合は、押印してください。

受水槽以下装置にメーターを設置するにあたり、下記の条件を承諾します。
記
１　受水槽以下装置（以下「この装置」という。）の維持管理及び水質に関する責任は所有者又は使用者の責任において管理すること。
２　この装置の点検は必要の都度又は随時行い、メーターの管理及び計量に支障がなくかつ汚染され又は漏水がないように努めること。なお、この装置に起因する漏水が発生した場合、市に与えた損害は所有者又は使用者が負担すること。
３　この装置の給水形態として、自然流下給水構造又はポンプユニットを使用したポンプ直
送構造のものとし、かつ、水道水以外の水と混合しないものであること。
４　配管構造及びメーターの設置
（１）停滞空気が発生しない構造とし、衝撃防止、逆流防止及び凍結防止のための必要な措
置が講じられていること。
（２）各戸メーター前後配管は流山市上下水道局の定める基準に適合していること。
（３）オートロック式の建物の場合は、各戸メーターの検針及び交換作業など、市の業務が支障なく行えるよう、入館方法を提示し明確にすること。
５　上記各項の条件について、取扱い上必要な事項については、流山市水道事業給水条例及び同施行規程並びに流山市給水装置工事施行基準を遵守して施工すること。
また、この装置の設置工事は流山市指定給水装置工事事業者が施工すること。
６　上記各項の条件を使用者等に周知し、この装置に起因する紛争等については当事者間で解決すること。
７　流山市水道事業給水条例第１５条に基づき管理人を選定し届出すること。今後、届出　　した内容に変更があった際は、同給水条例施行規程第２２条第２項により管理人等変更届(第５号様式その２)を提出すること。
８　今後、この装置を譲渡等する場合は、この承諾内容を継承すること。

